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開会 午前 ９時００分 

 

◎開  会 

○議長（杉山広充君） ただいまの出席議員は12名で定足数に達していますので、令和４年第

２回川根本町議会臨時会を開会いたします。 

  

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎開  議 

○議長（杉山広充君） これより本日の会議を開きます。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（杉山広充君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

  本臨時会に説明員として、町長以下関係者が出席しておりますので、御了承ください。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（杉山広充君） 日程に入る前に、諸般の報告を行います。 

  ５月18日、町長から第２回臨時会を招集告示した旨、通知がありました。本臨時会は、３

件の議案等が町長から提出されております。 

次に、監査委員からお手元に配付のとおり例月出納検査の結果について報告がありました。 

   以上で、諸般の報告を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎行政報告 

○議長（杉山広充君） 本臨時会招集にあたり、町長から行政報告を兼ねまして御挨拶があり

ます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 皆さん、改めましておはようございます。お茶のシーズンも終わりま

して、また今回お茶の方は私も聞いておるわけですけど、少し単価の方も安めだったという

ことで、このへんまたいろいろなことでまた考えながら進めていきたいと思っております。 
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 今日は承認１件、議案が２件ほどありますけども、よろしくお願いを申し上げます。 

また、昨年10月当選以来少し時が経ちまして、私もいろんな意味で冷静に物事を煮詰めて

やっていかなきゃいけない、改めていろんな思いで今いるところであります。 

まだまだコロナの終息はできないわけですけども、少しづつ海外では動きが始めていると

いうことで、ウィズコロナ、コロナと共にまた改めて我々も前へ進んでいく。いつも私思う

んですけども、やはり前へ進むということがこの町にとって明るい未来、そういった思いも

込めて私は強く思っている次第です。改めて10月当選したときの思いを感じておるわけです

けども、町民の皆さんの笑顔、安心、それを思いながら私も町政を進めてまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 

本日はよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山広充君） これで行政報告を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（杉山広充君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、11番、中原緑君、１番、

佐々木直也君を指名いたします。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（杉山広充君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉山広充君） 異議なしと認めます。 

  したがって会期は、本日１日限りとすることに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第３ 承認第１号 専決処分した事件の承認について（川根本町 

            税条例の一部を改正する条例について） 
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○議長（杉山広充君） 日程第３、承認第１号、専決処分した事件の承認について（川根本町

税条例の一部を改正する条例について）を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） それでは、承認第１号、川根本町税条例の一部を改正する条例の専決

処分について、ご説明いたします。 

地方税法等の一部を改正する法律及び地方税施行令等の一部を改正する政令が本年３月31

日に公布され、原則として翌４月１日から施行されることとなりました。 

この法令の改正を受け、川根本町税条例の一部を改正し、同じく４月１日から施行する必

要から専決処分をしたものであります。 

以上、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます 

○議長（杉山広充君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

 

◎日程第４ 議案第３０号 令和４年度川根本町一般会計補正予算 

（第２号） 

○議長（杉山広充君） 日程第４、議案第30号、令和４年度川根本町一般会計補正予算（第２

号）を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 議案第30号、令和４年度川根本町一般会計補正予算（第２号）の概要

について説明いたします。 

  第１表の歳入歳出予算補正について、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億1,470 

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58億240万円としたいものです。今

回の２号補正は、国から示された新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金１億42 

万９千円を原資とし、感染症対応や社会経済活動の維持継続のための事業を計上しました。 

  具体的には、商工業者の事業継続強靭化事業や販路拡大を狙った茶業振興協議会への事業

補助などの新規事業の計上や、プレミアム付き商品券発行事業といった当初予算に計上済み

事業の財源更正を含めた追加補正がメインとなっております。その他として、第４回目のワ

クチン接種を見据えたコールセンター業務等の追加補正が含まれており、これも全額国庫補

助金で賄う予算となっております。 

  ご審議の上、御採択賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（杉山広充君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 
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─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第５ 議案第３１号 令和４年度川根本町いやしの里診療所事業 

特別会計補正予算（第１号） 

○議長（杉山広充君） 日程第５、議案第31号、令和４年度川根本町いやしの里診療所事業特

別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 議案第31号、令和４年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計補正

予算（第１号）の概要について説明いたします。 

  第１表の歳入歳出予算補正については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ490 万円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,760 万円としたいものです。今回の補

正は、昨年度から懸案となっておりました医師の確保が可能となったことから、医師の派遣

業務委託料や付随する経費を追加補正するもので、その財源は一般会計からの繰入金で賄う

予算となっております。ご審議の上、御採択賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山広充君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

それでは、ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前 ９時１０分 

 

 再開 午後 １時１０分 

 

○議長（杉山広充君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第３ 承認第１号 専決処分した事件の承認について（川根本町 

            税条例の一部を改正する条例について） 

○議長（杉山広充君） 日程第３、承認第１号、専決処分した事件の承認について（川根本町

税条例の一部を改正する条例について）を議題とします。 

  本案について、質疑はありませんか。 

○議長（杉山広充君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

          （「なし」の声あり） 
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○議長（杉山広充君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから承認第１号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は、承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山広充君） 起立多数です。 

  したがって、承認第１号、専決処分した事件の承認について（川根本町税条例の一部を改

正する条例について）は、承認することに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第４ 議案第３０号 令和４年度川根本町一般会計補正予算 

（第２号） 

○議長（杉山広充君） 日程第４、議案第30号、令和４年度川根本町一般会計補正予算（第２

号）を議題とします。 

  本案について、質疑はありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（杉山広充君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（杉山広充君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第30号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立をお願いいたします。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山広充君） 起立全員です。 

  したがって、議案第30号、令和４年度川根本町一般会計補正予算（第２号）は、原案のと

おり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 
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◎日程第５ 議案第３１号 令和４年度川根本町いやしの里診療所事業

特別会計補正予算（第２号） 

○議長（杉山広充君） 日程第５、議案第31号、令和４年度川根本町いやしの里診療所事業特

別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  本案について、質疑はありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（杉山広充君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（杉山広充君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第31号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立をお願いいたします。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山広充君） 起立全員です。 

  したがって、議案第31号、令和４年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計補正予算

（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎閉  会 

○議長（杉山広充君） これで本日の日程は全部終了いたしました。 

  会議を閉じます。 

  令和４年第２回川根本町議会臨時会を閉会いたします。 

  

 

閉会 午後 １時１５分 


